
危機管理マニュアル　　　　　　　　　　　　令和７年４月 

①板橋区防災マップ（地震・大規模火災）① ②  
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/632/bou
saimap.pdf 

②マンションの防災対策マニュアル　 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/664/atta
ch_59520_1.pdf 

　

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/632/bousaimap.pdf
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/632/bousaimap.pdf
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/664/attach_59520_1.pdf
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/664/attach_59520_1.pdf


　　　

１　管理・運営、施設・整備にかかわること－地震、風雪水害、火災、交通機関の事故等 

  内　容     

日常的に学校には、地震、風雪水害、火災、交通機関の事故等、管理・運営、施設・整備に

かかわる事項に適切な対応を迫られる場合がある。これらの対応には、日ごろより学校として

の対応・対策を整理し訓練して、具体的に予防に努め、非常事態に備えることが重要である。

また、保護者や住民等の外部の声に耳を傾け、理解、協力を得るようにすることも大切であ

る。 

  

  予　 防    配慮事

項等 

    



□地震については、災害予防措置（転倒防止策、避難

経路の確保）や日常点検（非常持ち出し品、備蓄食

料、児童・生徒常備薬の確認等）を励行する。また、

緊急地震速報に対応でくるように、具体的な訓練をと

おして防災意識を高める。発災後の態勢（災害非常

配　備態勢計画、食糧等配給計画、指示・伝達体制）

を整える。 

　・地震を想定した避難訓練（年３回） 

　・地震を想定した保護者による引き取り（９月） 

  

□緊急時の保護者への引き渡しが確実にできるよう、４

月当初に引き渡し名簿を作成する。 

  

□風雪水害については、学校から家庭への緊急連絡の

方法について周知しておく。また、児童・生徒の実態

に即して柔軟な対応が図れるよう、日ごろより整備し

ておく。 

□火災については、法令に基づいて防火管理体制を整

え、点検を日常業務化する。また、「自衛消防計画」

に基づいた 想定訓練を行い、防災知識と実践の普

及向上に努める。 

□一人通学をする児童・生徒については、一定の通学

経路を登下校するように日ごろより指導するとともに確

認する。 

　・学期に１回、登校班による集まりを行い、集合場所・

集合教室、通学路の確認を行う。 

□日常的に住民組織、近隣の学校との連携を推進する。 

・「災害対策基本法」、東京

都及び区市町村の地域防

災計画､「学校防災マニュ

アル」等を参考に学校防

災計画を立案し、対応・対

策、訓練に努める。 

・学校としての対応につい

て、マニュアル化、図示化

配布し、保護者･所属職員

に周知徹底する｡ 

・日常業務及び訓練のマン

ネリ防止に努める。 

・防災教室、防災教育の推進 

・交通機関の事故の内容（ス

ト、車両故障、交通事故

等）に応じた連絡方法応

援態勢を想定しておく必

要がある。 

  （職員の電話連絡網の整備、 

　　参集時間の把握） 

・防災ネット、安全マップづくり 

  

・第２次避難先として本校校

庭、第３次避難先として小豆沢

公園（神社公園）や志村第二

中学校とする。 

  

  



  

  

  対　応     

・児童・生徒の安全確保第一

に学校防災計画の作成と

点検 

・情報収集手段の確保とそ

の有効 

　活用非常警戒宣言の導入 

  

  

  

□学校所定の計画に基づいて組織的に対応する。 

□被害状況、事故状況の把握と外部情報（インターネッ

ト、テレビ・ラジオ等）の収集に努める。 

□３次避難場所（神社公園）を設定し、状況に応じて児

童や職員の安全を確保する。 

  

  

□震度５弱以上の地震が発生した場合 備考： 

・対応の責任者を校長とし、実

際 

　の指揮は副校長がとる。 

・担任 

　児童の安全確保を最優先し、

その後保護者への連絡を行

う。 

・副校長 

　メール連絡網・掲示板を使っ

て各保護者へ情報を伝える。 

・用務主事 

 

  

  

  ｢倒れてこない｣｢落ちてこない

｣ 

 場所へ避難 

  

  

 

  

   　揺れが収まったら、火を消す    



　は施設の安全を確認する。そ

の後、地域の施設や建物、交

通の　状況を確認する。 

・事務主事、栄養士 

　電話対応に当たる。 

  

・外部及び内部との連絡ライン

の 

　確保 

・指示・伝達のラインを確認し

て記録をとる。 

　 

　児童に直接かかわる職員 

　１児童の安全確保 

　２放送(ﾎｲｯｽﾙ等)の指示に従う 

　３安全な場所へ避難 

　児童にかかわっていない職員 

　１児童の誘導安全確保 

　２出火の確認（初期消火） 

　３警察・消防・教育委員会へ連絡 

　４保護者へ連絡 

  

 

  

　 

　 

   

☆学校で保護す

る児童 

    

  

  

  

  

 



    ・保護者留守宅の児童 

  ・保護者と連絡のつかない児童 

  ・電車・バス等で通学している児

童 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

 引き取り名簿等で確

認できな 

 い児童は、学校にと

どめる 

  

  

  

  

 

   

  ・一斉メールにより、引き渡しを行う。  



☆児童を学校内の安全な場所に止め、保護者による引き　

渡しを行う。 

□危険箇所の確認 

□放送設備、機械設備、電気設備確認 

□消火用設備点検 

□非常電源点検 

□食糧配給の用意 

□関係機関（警察、消防、医療、行政、住民組織）との　連絡

ラインを確保し、連携して対応する。 

□心臓発作等の緊急時においてはＡＥＤを使用する。 

□管理職の的確な判断のもと、防災委員会と全教職員が　組

織的に対応する。（指示・伝達・記録） 

□状況に応じ、学校施設を避難所として開設する。 

  

   

  

  

  

※震度４以下の地震の場合

は、原　則、安全を確認した上

で各自に　よる下校となるが、

児童の状況　によってまたは被

害の状況によ　っては、集団下

校、または保護　者による引き

渡しを行う。　 

  

  

  

  

  

 

　□南海トラフ地震に関する対応 

  

 備考 

  

  

  

  

  

  

☆「調査中」 

　「巨大地震注意」 

　「巨大地震警戒」 

小 

  地震の規模 

大 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

□危険箇所の確認 

□放送設備、機械設備、電気設備確認 

□消火用設備点検 

□非常電源点検 

□食糧配給の用意 

□関係機関（警察、消防、医療、行政、住民組織）との連

絡ラインを確保し、連携して対応する。 

□心臓発作等の緊急時においてはＡＥＤを使用する。 

□管理職の的確な判断のもと、防災委員会と全教職員

が組織的に対応する。（指示・伝達・記録） 

□状況に応じ、学校施設を避難所として開設する。 

  

  報　告     

・所管の教育委員会へ報告 

（本庁から直接調査依頼が

あったときは、本庁へ報告

する。） 

  

・所管の教育委員会へ報告書

等を提出 

・電話での事前・事後の連絡を

行う 

  

□学校の施設に関すること(火災･風雪水害･地震等) 

□学校の管理運営に関すること(交通機関のスト､風雪水

害等による臨時休業､繰り上げ､繰り下げ授業等、実

施後の報告) 

□非常変災による臨時休業等の場合､「教育課程の一部

変更届」を連絡後すぐに報告書提出 

  

  

                  



  



 □休み時間の対応 

  １校庭：落下物・転倒物のない中央へ集まり指示を待
つ 

　２教室：落下物(ガラス等)・転倒物(机・ロッカー)のない 

ところへ避難し、指示を待つ　 

　３廊下・階段： 

　　その場で身をかがめ、指示を待つ 

 □校外学習時の対応 

　１看板やガラス等の落下物、転倒物から離れる 

　２津波の危険がある場合は高台へ避難 

　３児童の安全を確認した後、安全な場所へ避難する 

　４負傷者がいる場合は、救急隊を要請する 

　５学校へ状況を報告 

  

　 

　□登下校時 

　１看板やガラス等の落下物、転倒物から離れる 

　２近くの公園や空き地など安全な場所へ避難する 

　３揺れが収まったら、学校か自宅か近い方へ避難する 

　　(留守の場合は、学校へ来るよう日頃から伝えておく) 

  

  

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

   

　　　　　　　　　　　　　　　 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※電車・バス等を利用して通学し

　ている児童に対しては、個別に

　指導をくり返す。 

  



　４電車・バス等で通学している児童は、保護者と学

校へ連絡する 

  



　□風水害に関する対応 

＜前々日＞ 

保護者あて予告通知 

内容：教育委員会からの連絡を受け、保護者あての予告通

知を作成・配付する。 

＜前日＞ 

保護者あて通知 

内容：教育委員会の決定を受け、保護者あての通知を作

成・配付する。 

学校関係者への連絡 

内容：決定内容を学童擁護員、スクールガード、いたばし

子ども見守り隊に連絡し、通学路の安全を確保する。 

緊急連絡メール配信（学校登録者あて） 

内容：決定内容を登録者に配信する。 

緊急連絡メール未登録者への対応 

内容：緊急連絡メール未登録者に対して、決定内容を周知

する。 

学校ホームページ更新 

内容：決定内容を学校のホームページにアップする。 

  

＜当日＞ 

状況報告 

台風や大雪など、気象庁の情

報により事前予測可能な事態

に対して 

  

※今後、安全対策を講じる

可能性があるので、HPや

緊急連絡メールで確認し

てほしい旨をお知らせす

る 

※必要に応じて、学校独自

情報を付加する。 

※あいキッズの状況、学校

給食の状況を情報提供。 

※下校後や休業日の場合

は、紙での通知は省略

し、代替手段での周知を

図る。 

  

  

  

※必要に応じて、学校独自

情報を付加する。 

※保護者に分かり易い表現

に努める 

  

  



内容：教育委員会からの照会に回答する。 

  

学校ホームページ更新 

内容：実施内容を学校のホームページにアップする。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

日 

  

  

  

時　間 

  

  

大雨特別警報、暴風特別警報、 

暴風雪特別警報、大雪特別警報 

又は　大雨警報、暴風警報、 

暴風雪警報、大雪警報 

  

その他の気象警報 

土砂災害警戒情報 

  

  

当　
日 

  

  

  

  

  

  

午前６時ま
でに発令
があった場
合 

  

  

  

  

□　臨時休業（全日） 

  

  

  

  

  

  

□　通常授業 

※自宅及び近隣の状況から、
登校に支障がないと保護者
の判断で、安全を確認の上、
登校する。 

  

※登校する場合は、小学生以
下は保護者等による付き添い
を原則とする。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

※登校できない場合でも、欠席
扱いにはしない。 

  

土砂災害警戒情報の発表に伴う 

避難所の開設 

・土砂災害の発生するおそれのあ
る地域の指定避難所を開設す
る。 

・開設予定避難所として、本校が
指定されている。 

・避難所を開設するにあたって
は、危機管理室から個別に連
絡がある。 

・避難所の開設については、特別
活動員を中心とした区職員が開
設する。 

  

  

在校時間
内に発令
があった場
合 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

□　学校待機 

※警報が解除されるまで学校
に待機し、その後に下校
する。 

  

※学校の事情又は下校時間
帯によっては、保護者への
引き渡しとする。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２　その他－不審者への対応、盗難、住民からの苦情等－ 

【不審者への対応】 

  内　容   　

　

　

　

　

　

　

　

　

  学校が最も安全な場所であるために、日ごろより、不法侵入しにくい施設であるよう、教職

員及び保護者に具体的な方策を示し、犯罪に備える環境づくりを進める。校外における犯

罪にも備えるため、初動体制を確立し、周辺校及び関係機関とも連携をとる必要がある。 

  予　防     配慮事項

等 

  



　

　 

  

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 

□校舎内にいるすべての人が名札等区別ができる方法をと

る。 

□校門、玄関、その他の出入口が閉まっている状態を保つ。 

□名札のない見知らぬ人には、あいさつをし、受付に案内を

する。 

□校内、校外で事件発生を想定した実際的な訓練を実施す

る。 

□非常通報装置「学校１１０番」の使用について周知する。

警察に協力を依頼して実際的な訓練も行う。 

□近隣関係機関とのネットワークづくりを進める。 

・児童・生徒には配慮 

・児童・生徒、保護者、  

教職員に徹底、複数

対応を心がける。 

・警察からの情報取得 

・関係機関への連絡 

・地域住民との連携 

  対　応     

・状況把握、状況判断 

・「安全室」の設置　 

・状況を確認し判断す

る。・実践訓練を行う。 

・保護者に連絡（下校等） 

・近隣への情報提供 

・所轄の警察署等 

・周辺校との連携 

□校内で事件が発生した場合の初動 

  ・不審者と児童・生徒を引き離し、安全を確保する。 

  ・応援を求め、「学校１１０番」のボタンを押す。 

  ・管理職、養護教諭に連絡し、必要に応じ救急車を要請す

る。 

  ・安全対策本部を設置し、全教職員に周知する。 

□校外で事件が発生した場合の初動 

  ・副校長が正確な情報を収集する。 

  ・対策本部を設置し、初動警備・安全確保を指示する。　　

　　　  ・近隣校、交番、警察署との連絡、報告、調整を行

う。 　  



  報　告     

・所轄の警察署や教育委員会に報告 

・近隣校にもすぐに連絡を行い、情報を共

有 

・「子ども１１０番」の利用法の再確認・周知 

□事実を確認した後、第一報を行う。 

□その後、文書で行う。（前項と同様） 

□近隣校へ連絡する。 

□保護者会での説明を行い、協力を依頼す

る。 

        

【盗難への対応】 

　 予　防    対　応 

□不審者対策を周知する。 

□備品の管理及び整理に努める。 

□金銭の所持、私物の持ち込みがないよう指

導する。 

□不審者情報を得る。近隣校との情報共有。 

□事実を現場で正確に（学校の備品、児

童・生徒・教職員の金品物品、進入経

路） 

□所管の教育委員会や関係機関（警察等）

に連絡 

□再発防止策の検討と、全教職員への徹底 

【住民からの苦情】 

 教育活動、児童・生徒の通学及び職員の通勤、施設及び学校の存在に関すること等 

□服務の厳正に常に注意を払うよう指導 

□学校理解のための広報活動を励行 

□即時対応し、事情を聴取 

□管理職を含め複数の教職員で応対 

□再発防止、十分な説明、必要に応じ報告 

□所管の教育委員会との連絡・調整 



  

３　事故報告書様式記入例と作成上の留意点（記入例） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○第○○○号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成○○年○○月○○日 

○○区教育委員会教育長　殿                                                         公印 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校名　○○区立○○○○学校 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長名　　　　　○○　○○ 

件名は、「生徒の行方不明」、「○○による生徒の骨折」等、簡潔に記載する。 

件名　○○○○○○○ 

　このことについて、下記のとおり報告します。 

  

いずれかに○をつける　　　　　　　　　　　　記   　　　　　　　　　　いずれかに○をつける 

１ 発生日時 平成○○年○○月○○日（○）　　　　　　午前･午後　○○時○○分ころ　 

２ 発生場所 校内･校外「○年○組教室」、「○○区○○丁目○○番地○○付近」等、具体的に記入する 

３ 当事者名等  ○○　○○　　　　　　　　　　　　　　　　○○歳　　○年 



４　発生の状況                     　　　　　　　　 病名や障害の状況等は記載しない。 

　13:50  当該生徒（又は「本生徒」）は、・・・・・・・・・・・・・・。 

・５Ｗ１Ｈ(｢いつ｣｢どこで｣｢だれが｣｢何を｣｢なぜ｣「どのように」)に留意して、時系列（24時間制
で）に従い記述する。一報は必ず所管の教育委員会に行う。収束後の連絡も丁寧に行う。 

・当事者及び関係者(目撃者等)から事故発生直後にできる限り事情を聴取し、詳細な事故発
生の経緯及び事実(負傷の部位と程度、行方不明の状況、事故に関係した人物、事故発
生時の指導体制等)を確認し、記述する。 

・以下の事項に留意のうえ、事故等の内容を客観的に記載すること。 

(1) 担任名、監督者名、複数に関係する場合の児童・生徒名も正確に記載する。 

  (2) 具体的に記載する（情緒的な記述、判断や予想の入った記述はしない）。 

  (3) 保護者等の職業や、思想、信条等に関する表現はしない。 

  (4) 人物の説明等では、人権に十分配慮する。 

  (5) 事故等に直接関係ないことは、記載しない。  　 



５　対応措置 

　13:52　　○○教諭は、当該生徒を保健室に搬送し、△△養護教諭が・・・・・した。 

□□教諭は◇◇副校長に報告した。　 

　13:55 時刻を行頭に記し、以下の内容を参考にして、時系列に従い記述する。 

＜記載内容＞ 

　○事故発生の経緯及び事実（負傷の部位と程度、行方不明時の状況、事故に関係した人
物、事故発生時の指導体制等） 

  ○負傷､死亡､傷害事故等では､どのような応急措置をとったか､非行等では、どのような指
導を行ったか、行方不明等では、どのような捜索体制をとったか等、事故発生後の対

応措置 

　○管理職が事故を把握した経過及び指示内容 

　○関係諸機関(教育委員会、病院、警察署、駅等)との連絡(関係諸機関の正式名称、教
育委員会･病院･警察については担当者名も必ず記入) 

　○報道機関への対応（重大事故の場合） 

　○当該幼児・児童・生徒の保護者への対応 

○当該幼児・児童・生徒以外の幼児・児童・生徒への指導（必要に応じて） 

　○報告書作成時点での当該幼児・児童・生徒の状況及び今後の客観的な見通し(全治○○日
等) 

＜留意点＞ 

　　記載にあたっては、「４　発生の状況」(1)～(5)と同様の事項に留意すること。 

６　学校長の見解 

　　事故原因の的確な把握に基づく、再発防止に向けての具体的な対策を述べる。 

 ７　添付資料 現場見取図、事情聴取記録等、校長が必要と判断したものについて添付する。 

 


